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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループは、急速な事業環境の変化に適応し、継続的な成長をしていくために、コーポレート・ガバナンスの徹底を含む内部体制の強化が重
要な経営課題の一つと考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をいずれも遵守しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 10,217,775 45.71

早川　与規 975,254 4.36

竹内　壮司 350,000 1.56

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) 260,045 1.16

田中　龍平 155,000 0.82

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD 183,500 0.82

MSIP CLIENT SECURITIES 136,553 0.61

THE BANK OF NEW YORK 133522 125,500 0.56

伊東　みち子 118,000 0.52

上田八木短資株式会社 117,200 0.52

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社　（非上場）

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 マザーズ

決算期 3 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満



直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社の主要株主であるデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社（以下「DAC社」という。）は、当社の議決権の45.7%を保有しており、

DAC社及びその親会社であるD.A.コンソーシアムホールディングス株式会社（以下「DACHD社」という。）並びにその親会社である株式会社博報堂
DYホールディングスは、当社の支配株主にあたります。

提出日現在において、当社はDAC社とインターネット広告の販売、仕入等の営業取引を行っておりますが、取引条件等の適正性を、他の業者と

の取引条件との比較などから慎重に検討して決定しております。また、取引の状況については取締役会に報告し、適正性を定期的にモニタリング
しております。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

経営上の意思決定機関である取締役会において、経営の透明性の確保・経営監視の強化の観点から、独立性を持った社外取締役１名を選任し
ております。

また、当社の親会社であるDAC社の代表取締役及び取締役より２名を非業務執行取締役として選任しておりますが、当社とDAC社及びDAC社の
企業グループとの間においては、協力関係を保ちながらも独立した経営判断及び事業活動を行っております。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 5 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

石本　忠次 税理士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

石本　忠次 ○ ―

税理士としての財務に対する専門的な見識と
企業経営に関する幅広い経験を活かし、経営
の健全性の確保と透明性の高い公正な経営体
制の確立への寄与を期待するものであります。
なお、親会社・兄弟会社及び主要取引先の出
身者、主要株主等ではないことから、中立的な
立場で職務を遂行できると判断し、取締役会決
議をもって独立役員に指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】



監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、当社「監査役監査計画」に基づき、原則月１回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会及び監査役会に出席するほか、原則四半期
に１回その他必要に応じ開催する監査法人との会議並びに年２回開催する社外取締役との意見交換会議に出席しております。また、情報収集力
の強化及び内部統制システムの状況の監視検証を目的として、内部監査室から内部監査報告を受けております。

内部監査室は、当社及び当社関係会社を対象に、会社の組織、制度及び業務が経営方針及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかを検
証、評価及び助言しております。監査の効果及び効率の向上を図るため、常勤監査役と月１回の定例会議で情報交換を行っております。また、年
次の内部監査結果を監査役会において報告しております。加えて、会計監査人とは随時情報交換を行っており、連携して監査活動の効率化及び
質的向上に努めております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

大村　健 弁護士

小駒望（戸籍名：今岡望） 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

大村　健 ○ ―

弁護士としての企業法務に関する専門的な見
識と、企業経営に関する幅広い経験を活かし、
経営の健全性の確保及び透明性の高い公正
な経営体制の確立への寄与を期待するもので
あります。なお、親会社・兄弟会社及び主要取
引先の出身者、主要株主等ではないことから、
中立的な立場で職務を遂できると判断し、取締
役会決議をもって独立役員に指定しておりま
す。



小駒望（戸籍名：今岡望） ○ ―

公認会計士として財務に関する専門的な見識
を有していることから、社外監査役としての職
務を適切に遂行することができるものと判断し
ております。

また、親会社・兄弟会社及び主要取引先の出
身者、主要株主等ではないことから、中立的な
立場で職務を遂行できると判断し、取締役会決
議をもって独立役員に指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員

該当項目に関する補足説明

当社は、当社取締役・従業員、子会社取締役・従業員に対して、当社グループの企業価値向上に対するインセンティブとして、ストックオプションを
付与しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

―

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社の取締役報酬は、基本報酬と業績連動報酬を基本構成要素としており、総額の限度額を株主総会の決議により決定した上で、代表取締役
が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定（後述する譲渡制限付株式報酬の各対象取締役への具体的な配分に
ついては取締役会で決定） しております。なお、代表取締役の業務執行は、社外取締役を含む取締役会にて監督されており、代表取締役による

取締役個別報酬額の決定についても同様に取締役会による監督がなされております。また、業績連動報酬については、2019年４月25日開催の取
締役会において見直しを行った結果、従来のストック・オプション報酬に代えて譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

取締役の 報酬限度額につきましては、金銭による報酬（基本報酬及び賞与）は2012年12月６日開催の臨時株主総会において年額500百万円以

内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）と決議されており、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額についても、2019年６
月21日開催の定時株主総会において、当該報酬枠の内枠で、業績条件付譲渡制限株式については年額150百万円以内、勤務条件付譲渡制限
付株式については年額50百万円以内（いずれも社外取締役は除く）と決議されております。

個別の報酬額については、各取締役の役割、貢献度、業績等を総合的に勘案して決定しており、とくに業績連動報酬については、業績及び株価
向上への意欲を高めるために適宜設定しております。なお、賞与については、営業利益を業績評価指標として設定しておりますが、会社業績に多
大な好影響を与える特別な貢献が認められた場合にのみ、その貢献度合いに応じて支給を行うこととしているため、金額の決定にあたり具体的な
目標値の設定はありません。業績評価指標として営業利益を選択した理由は、営業利益が業績と収益性を計測しうるものとして一般的に認めら
れた指標であるためです。また、譲渡制限付株式報酬については、具体的な付与の方針を定めておりませんが、株価の動向に照らして適宜付与
を行うこととしております。

なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は、業績連動報酬等の変動報酬は相応しくないため、基本報酬のみの支給としており
ます。



【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役は、取締役会の一員として、業務執行取締役の職務の執行の状況を監督しております。原則月１回その他必要に応じ臨時に開催する
取締役会に出席するほか、年２回開催する監査役会との意見交換会議に出席しております。

社外監査役は、原則月１回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会及び監査役会に出席するほか、原則四半期に１回その他必要に応じ開催
する監査法人との会議並びに年２回開催する代表取締役との意見交換会議及び社外取締役との意見交換会議に出席しております。また、監査
役会の一員として内部監査室から内部監査報告を受けております。

社外取締役及び社外監査役に対しては、取締役会における充実した議論に資するため、開催前に議案の参考書類を配布し、その内容につき、必
要に応じて事務局が説明を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（1）ガバナンス機構に関する現状の体制

①取締役会

取締役会は提出日現在において、取締役５名（うち社外取締役１名）により構成され、監査役の出席の下、経営方針等の経営に関する重要事項
並びに法令又は定款で定められた事項を決定するとともに業務執行状況の監督を行っております。また、毎月１回定時取締役会を開催し、担当取
締役より業務執行状況の報告を実施するほか、必要に応じて臨時取締役会も開催しております。代表取締役は取締役会の議長であり取締役会を
統括するとともに、取締役会の決議を執行し、当社の業務全般を統括しております。

②監査役会

監査役会は提出日現在において、監査役３名（うち社外監査役２名）により構成され、常勤監査役が議長を務めております。毎月１回定時監査役
会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、経営の妥当性、効率性及び公正性等について審議し、監査
役間における監査結果についての意見交換を行っております。監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し取締役の職務執行を監査する
ほか、内部監査室と連携し、適宜業務の執行状況を監査しております。

③執行役員

当社は執行役員制度を採用しております。執行役員は、提出日現在において９名で構成されております。各執行役員は、取締役会の決定方針、
監督の下に権限委譲を受けて業務執行を分担し、経営の効率化を図っております。

④会計監査人

監査法人アヴァンティアと監査契約を締結し、金融商品取引法監査及び会社法監査を受けるとともに、重要な会計的課題については、随時協議、
検討を行っております。

（2）責任限定契約の内容

当社は定款の定めに従い、業務執行取締役等でない取締役、監査役及び会計監査人との間で、会社法第427条第１項に規定される責任限定契
約を締結しております。

業務執行取締役等でない取締役との当該契約においては、会社法第423条第１項の責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、金300
万円又は同法第425条第１項第１号ハ及び第２号の合計額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負うものとしております。

監査役との当該契約においては、会社法第423条第１項に定める責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、金300万円又は同法第425条
第１項第１号ハ及び第２号の合計額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負うものとしております。また、監査法人アヴァンティアとの当
該契約においては、会計監査人が善意かつ重大な過失がないときは、金500万円または会社法第425 条第１項に規定する最低限度額のいずれ

か高い額を限度として損害賠償責任を負うものとしております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、社外監査役を含めた監査役による監査体制が業務執行状況の監査機能として有効であると判断し、監査役設置会社を選択しておりま
す。また、当社では、経営の健全性の確保及び透明性の高い公正な経営体制の確立のため、社外取締役1名、社外監査役2名を選任しておりま
す。社外取締役及び社外監査役には、専門的な知識と経営に関する幅広い経験を有する者を選任しており、社外取締役には当社の経営に対す
る助言及び監督、社外監査役には独立した立場からの取締役の意思決定や業務執行に対する監査を期待しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 第23回定時株主総会招集通知は2020年５月29日に発送いたしました。

集中日を回避した株主総会の設定 第23回定時株主総会は2020年６月18日午前10時に開催いたしました。

電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権行使を可能にしています。

その他
招集通知（事業報告を含む）は、開催日の３週間以上前に当社ホームページ
（https://united.jp/ir/ir-release/20200522_ps.html）に掲載しております。また、TDNetに
よる開示を通じて各上場証券取引所に掲載しています。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
「ディスクロージャー基本方針」を2006年５月１日に制定(2012年12月30日改定)

し、当社ホームページ（https://united.jp/ir/policy/）に掲載しております。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

各四半期決算発表後、年４回決算説明会を開催しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページ（https://united.jp/ir/）において、プレスリリース・決算短信・
決算説明資料・有価証券報告書等のIR資料を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
当社コーポレート部門に経営管理本部経営企画グループを設けており、IR関
連業務を遂行しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

2012年12月30日改定の「ディスクロージャー基本方針」において、「あらゆるステークホル
ダーから正当な評価と信頼を得るため、また、会社経営の透明性を確保するために、「迅
速性」・「正確性」・「公平性」を基本姿勢として、当社グループに関する企業情報の積極的
なディスクロージャー、IR（Investor Relations）活動、SR（Stakeholder Relations）活動を行

う。」と規定し、ステークホルダーの立場の尊重を行うものとしております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

2015年９月24日改定の「コンプライアンス憲章」において、「事業活動によって生じる環境に
対する影響の低減に努め、自然環境の保全に貢献し、豊かな社会の構築に貢献する。」と
規定し、当社グループの全役職員の普遍的行動規範としております。

なお、原宿・表参道周辺のgreen bird活動に協力し、地域の環境を考えるプロジェクトに参

加しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

2012年12月30日改定の「ディスクロージャー基本方針」において、情報開示の基準、開示
方法を定め、また問合せへの対応方法として、金融商品取引法の企業内容等の開示制度
及び証券取引所の定める適時開示規則に沿って適時開示を行う、また、適時開示規則に
該当しない情報でも必要と判断した場合は任意で情報開示を行う、という旨を規定しており
ます。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社の内部統制システム整備の基本方針及びその整備状況の概要は下記のとおりです。

当社グループの内部統制システムの整備における基本方針

(1)事業活動の効率性・有効性・収益性を向上させる体制を確立すること。

(2)財務諸表作成の適正性・正確性を確保する体制を確立すること。

(3)事業活動に係る各種関係法令・社会規範を遵守し、適正な企業統治を行う体制を確立すること。

(4)会社資産の取得・使用・処分を正当な手続のもとに行い、会社資産の保全を図る体制を確立すること。

(5)当社子会社及び当社グループの重要な会社全てを対象として実効性のある内部統制システムを整備・運用することにより企業の社会的責任を
果たし、　企業価値の向上を図ること。

当社グループの内部統制システムの整備状況

(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する体制

当社は、当社グループのすべての役職員が、企業活動を行う中で遵守・実践すべき普遍的行動規範として、「コンプライアンス憲章」を定めており
ます。

また、コンプライアンス体制の構築、整備、維持を図るため、内部監査室を設置し、社内業務の実施状況の把握、業務執行における法令、定款及
び社内規程等の遵守状況調査などを定期的に実施しております。内部監査室は調査結果を対象部門へ通知し、改善を求めるとともに代表取締役
社長及び監査役会に対して適宜報告を行っております。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

株主総会議事録、及び取締役会議事録等の取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び社内規程に基づき、適切に保存・管理するも
のとし、取締役及び監査役からの閲覧要請に迅速に対応できる管理体制を維持しております。

また、当社事業の会員登録情報等の個人情報については、当社が制定する「個人情報保護マネジメント・システム」に基づき、個人情報に関する
帳票、文書、データ等を保存及び管理しております。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①業務遂行にあたっては、各種社内規程において、業務遂行の手順を明確に定めることによりリスクの低減に努めております。

②当社グループのリスクを統括する部門は当社経営管理本部としております。

③当社グループの各会社は、それぞれ行う事業に付随するリスクを常時把握し、リスク対策の必要性の有無の検討、リスク低減のための対策の
実施、実施したリスク対策の評価・検証・改善等の状況を当社経営管理本部へ報告しております。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役の職務執行が効率的に行われることの基礎として、定時取締役会を毎月１回開催するとともに、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開
催し、迅速な経営上の意思決定が行われる体制を確保しております。また、執行役員制度を導入し、各執行役員が取締役会の決議により決定し
た方針及び取締役会の監督の下に権限委譲を受けて業務執行を行うことにより、経営の効率化を図っております。更に、取締役会の経営方針に
基づき、経営に関する重要事項を検討・協議するとともに、重要な業務に関する意思決定を行う会議体として常勤取締役会を置き、適時開催して
おります。

(5)当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、当社子会社を含め当社グループ全体における企業統治を行うため、当社グループのコンプライアンス体制・リスク管理体制・内部統制シ
ステムの整備は、当社グループ全体を対象としております。

また、当社から子会社に取締役を派遣し、子会社の業務及び取締役等の職務執行状況を、当社の取締役会等重要な会議で報告しております。

(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関す

る体制、及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、監査役と協議のうえ、必要に応じて監査役スタッフを配置することとしてお
ります。当該スタッフの人事異動、考課については、常勤監査役の事前の同意を得たうえで決定することで、取締役からの独立性を確保するもの
としております。

また、当該スタッフは原則専任とし、取締役、他の使用人の指示命令は受けないものとしております。

(7)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、当社子会社の取締役等及び使用人などから報告を受けた者が監査役に報告をするた
めの体制、報告をした者が当該報告を理由として不当な取扱いを受けないことを確保する体制、その他監査役の監査が実効的に行われることを
確保するための体制

取締役は、監査役が出席する取締役会等の重要な会議において、職務執行の状況等について定期的に報告を行い、当社及び子会社の取締役
及び使用人等は、当社の業務、業績に影響を与える重要な事項が発生又は発生するおそれが判明した場合には、速やかに監査役に報告するも
のとしております。また監査役は、当社及び子会社の取締役及び使用人等に対して上記の報告事項その他業務執行の状況等について報告を求
めることができるものとし、報告をした者が当該報告を理由として不利な取扱いを受けることを当社は禁止しております。さらに、監査役は、会計監
査人又はホットライン窓口と適宜必要な情報交換、意見交換を行うなど連携を保ち、監査の充実を図っております。

(8)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の費用又は債務の処理に係る方針に関する事項



監査役から職務の執行について生ずる費用等の支払を求められた場合、当社は当該費用が職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合
を除き、速やかに支払うものとしております。

(9)財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、内部統制システムを構築するとともに、
当該システムと金融商品取引法及びその他の関連法令等との適合性を確保するために、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、
必要な是正を行うものとしております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、取引関係その他一切の関係を持たず、反社会的勢力から不当な要求等を受け
た場合には、組織全体として毅然とした姿勢をもって対応することを基本的な考え方としております。

当社は、経営方針のひとつとして事業活動が公正かつ健全であることを重要視し、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」
（2007年６月19日、犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ）を尊重するとともに、2015年９月24日改定の「コンプライアンス憲章」において「社会的秩序
や企業の健全な事業活動を阻害する反社会的な勢力、団体、個人に対しては毅然とした態度で臨み、取引を行わず、社会的良識を備えた善良な
企業市民として行動する。」と規定し、当社グループの全役職員の普遍的な行動規範とし、これらに沿って反社会的勢力等の排除体制を構築、運
用してまいります。

反社会的勢力に関する業務を所轄する部署は経営管理本部とし、実務上のマニュアルとして「反社会的勢力による不当要求への対応要領」を制

定し、反社会的勢力からの不当要求に備えるとともに、「反社会的勢力の排除にかかる信用調査実施要領」を制定し、取引先の信用調査等を実
施しております。また、各取引先との契約書においては反社会的勢力排除条項を設け、その徹底を図っております。また、投資を行う際のプロセス
においては、投資対象となる企業の経営陣及び既存株主についての審査を実施し、法令違反や反社会的勢力の存在が認められた場合には投資
を行わないこととしております。さらに、株主については、株主名簿管理人からの提供情報により反社会的勢力について株主の属性判断等を実施
しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

（1）今後の検討課題

当社は、企業として社会への貢献を行うため、また、あらゆるステークホルダーへの説明責任を果たすため、コーポレート・ガバナンス及び内部統
制システムを充実させることが最重要経営課題のひとつであると認識しており、代表取締役の指揮のもと、当社グループの内部管理体制のあり方
を常に見直し、より一層の管理体制の強化、コンプライアンス意識の向上、リスク管理体制の強化を図っていく予定であります。

（2）適時開示体制の概要

①基本方針

当社は、金融商品取引法の企業内容等の開示制度及び証券取引所の定める適時開示規則に沿って適時開示を行います（当社ディスクロー
ジャー基本方針）。

②体制の整備

適時開示につきましては、経営管理本部長を開示責任者とし、情報取扱責任者及び開示担当者を中心に経理部が主管となって、経営企画グルー
プ、法務グループと適宜連携の上業務を行っております。

情報取扱責任者及び開示担当者は、最新動向の日常的な情報収集に加え、研修会等への積極的参加により、適時開示に関する知識・実務能力
の向上をはかっております。

③適時開示手続き

a.情報収集並びに収集した情報の分析及び判断

当社経営管理本部が当社のリスク管理部門となっており、当社グループ各社からの報告を通して、情報取扱責任者及び開示担当者は、迅速　

かつ網羅的な情報収集を行っております。

特に、決定事実に係る適時開示につきましては、取締役会にて決定される決議内容に対し、情報取扱責任者及び開示担当者が、適時開示の要
否の確認を行います。

b.公表

当社は、適時開示規則に該当する情報を開示する場合には、同規則に沿って、事前に当該情報の内容を証券取引所に説明し、取引所のTDnet

にて開示を行うとともに、その後、当社ホームページにおいて情報公開を行っております。

④モニタリング

適時開示体制に係る業務監査にあたり、上記適時開示のフロー及び業務が各種規程に基づき適切に実施及び運用されているかを監査いたしま
す。
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